
拝啓　平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さが資産活用勉強会と称して、皆様と資産の勉強をしていくための会も、お陰をもちまして
今回で21回目となりました。この度、開催準備が整いましたのでご案内申し上げます。
今回は講師に司法書士みね法務事務所代表の峰先生をお迎えし、「相続対策の基本講座」

～遺言？贈与？家族信託？成年後見？～のテーマで勉強会セミナーをオンラインにて開催します！

今後も定期的に開催し、皆様のお役に立てる勉強会を運営してまいります。
ご参加を心よりお待ち致しております。

敬具

参加費　無料

第一部　講義

第二部　事例紹介

14:10

15:20

14:00 開講挨拶

接続開始

資産活用に役立つ知識を一緒に勉強しませんか

とくする知識　：これからの人生を楽しく・賢く生きるために

※勉強会参加申込書は裏面にあります。

日時　令和3年11月29日（月）

13:50

参加をご希望の方は裏面申込用紙にパソコン、タブレット、スマートフォンいずれかの

メールアドレス（必須）を記載してFAXいただくか、

メールアドレスmorooka@kanezen-k.com宛に件名を「セミナー参加希望」とご記入い

ただき、本文に「お名前」、「ご連絡先電話番号」を入力してご送信ください。



　　　　　　　　　　　

FAX　0944-88-2767  TEL　0944-87-2804◆ さが資産活用勉強会事務局 株式会社かねぜん建設

講師：司法書士みね法務事務所代表　司法書士 峰 明大 氏

申込書に記載の上11月22日(月曜日）迄に返信、又は、
担当者(morooka@kanezen-k.com)までメールを送信いただけますようお願い致します。

　　　　　　　　　　＠

さが資産活用勉強会　参加申込書

興味のある内容 第一部　　　第二部　　　第三部

御名前

御住所

※メールアドレス
（必須）

－　　　　－電話 FAX －　　　　－

14:10～

15:20～

【略歴】 1978年 佐賀県生まれ

1997年 佐賀県立佐賀西高等学校卒業

2010年 司法書士試験合格

2011年 司法書士登録

2014年 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部 幹事就任

2015年 「さが相続遺言の窓口」司法書士みね法務事務所開設

2015年 家族信託専用士資格取得

講師からひとこと

私たち司法書士は、相続・登記などの法務の専門家であります。私自身、司

法書士登録してから 何百人という方からご相談を受け、その依頼者と伴走し

てきました。

私が、日々依頼者と接する中で感じることは、これだけ情報がちまたにあふ

れ、簡単に情報を得ることが可能であるのに、それに反比例するように相続手

続で困り、紛争に巻き込まれる方が増えているというのが実感であり、現状で

す。

当事務所では、「さが相続遺言の窓口」として、その人、その家族に合った

相続対策・手続を依頼者と共に探し、ご提供しております。

本来相続手続というものが、遺された者にとってストレスのかかるような

ものであってはならないと思います。今後もここ佐賀の地で相続手続に困る方

が一人でも減っていくよう、事務所スタッフ一同これからも邁進していきます。


